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法改正と契約書チェック

１ 消費者契約法が改正されました

消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結さ
れる消費者契約に関する民事ルール等を規定する民
法の特別法です。消費者と事業者との間の情報の質
及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の損害
賠償責任を免除する条項その他の消費者の利益を不
当に害することとなる条項の全部又は一部を無効と
すること等により、消費者の利益の擁護を図ること等
を目的としています。
近年の消費者契約を取り巻く環境の変化を踏まえつ
つ、消費者が安全・安心に取引できるセーフティネ
ットを整備するべく、令和４年５月２５日、「消費者契
約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のた
めの民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を
改正する法律」が成立し、同年６月１日に、令和４年
法律第５９号として公布されました。このうち、消費
者契約法の改正事項については、本年６月１日に施
行されました。
改正事項は多岐にわたりますが、今回は、事業者
が特に気を付けなければならない「免責の範囲が
不明確な条項の無効」（第８条第３項）について、ご
説明します。
２ 免責の範囲が不明確な条項の無効（第８条第３

項）

改正法第８条第３項の規定は、次のとおりです。
事業者の債務不履行（当該事業者、その代表

者又はその使用する者の故意又は重大な過失によ
るものを除く。）又は消費者契約における事業者の
債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為
（当該事業者、その代表者又はその使用する者
の故意又は重大な過失によるものを除く。）により
消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除
する消費者契約の条項であって、当該条項におい
て事業者、その代表者又はその使用する者の重
大な過失を除く過失による行為にのみ適用される
ことを明らかにしていないものは、無効とする。
従前、消費者契約において、「法令に反しない限り、
１万円を上限として賠償します」という条項を置くこと
は有効とされていました。事業者の責任を限定する
範囲について、「法令に反しない限り」等の抽象的
な文言を付記することで、当該条項が無効とされる
ことを回避することが可能とされていました。

しかし、これでは、事業者の免責される範囲が不
明確であり、結果として、消費者の事業者に対する
賠償請求が困難になるという問題点が指摘されるよ
うになりました。
そこで、改正法では、消費者による賠償請求を困
難にする不明確な一部免責条項（損害賠償責任の
一部免責条項が、軽過失による行為のみを対象とし
ていることを明らかにしていないもの）は無効とする
ことが規定されました。
３ 実務上の対応

本改正以降、消費者向けビジネスを展開している
事業者が、利用規約等において、「法令に反しない
限り」等の留保を付けて事業者の責任を限定する条
項を使用している場合に、これまで通り、軽過失によ
る行為について一部免責効果を得るためには、利用
規約等を修正することが必要となります。
なお、消費者による賠償請求を困難にする不明確
な一部免責条項は無効となることとされましたので、
利用規約等における当該条項を修正することなく、
運用レベルで個々の消費者ごとに対応するという形
は認められません。軽過失による行為について一部
免責効果を得るためには、利用規約等の修正が不
可欠です。
今回の改正法のもとで、事業者の責任を限定する
条項として無効となる例、有効となる例を、改めて
以下にお示ししますので、ご参考にしていただけま
すと幸いです。

【無効となる例】
「法令に反しない限り、●●を上限として賠償し
ます」
【有効となる例】

「軽過失の場合は、●●を上限として賠償します」
４ 法改正と契約書チェックは、弁護士まで

法改正の追いかけと、それに基づく契約書・規約
等の修正、改善。
リスクを回避し、使える契約書・規約等を作成、チ
ェックすることは、弁護士の専門分野です。

弁護士 市ノ木山 朋矩
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田辺美紀 藤木秀行 市ノ木山朋矩 林揚子 有年孝将

（いずれも奈良弁護士会所属）

【ナラハQ＆Aコーナー】離婚後、子に会わせてくれない
Ｑ 夫と離婚するに当たり，経済的な事情から，夫が子どもの親権者となりました。その後，夫が子どもに会わ

せてくれません。どうしたら良いでしょうか。

Ａ 家庭裁判所に面会交流調停の申立をすれば、家庭裁判所の助言を得ながら、話し合いをすることができま

す。場合によっては、専門性を持つ家庭裁判所調査官が調停に入り、子どもの意向を調査するなどして、よ

り良い解決を目指し、話し合いを進める手助けをしてくれます。

詳しくは弁護士にご相談ください。

回答 弁護士 藤木秀行

■ コラム ■

台風で出会った国立西洋美術館の１枚の絵
先日，６月２日（金），台風が来ているのを知りながら，東京まで日帰り予定の出張に行ってきました。訪問

先の方が，途中，「大丈夫ですか？今，新幹線が止まったそうですよ。」と仰り，しまった！と思いつつ，「止まっ

てしまったのなら，もう今さら帰れないですから。」と平静を装った私。訪問が終わり，急いで東京駅に向かった

ものの，既に新幹線は止まり駅は大混雑。ダメ元で高速バス乗り場まで行ったものの，大阪方面は運休だとつ

れない返事。やむを得ず，急遽，慣れない宿で一泊したのでした。翌朝確認したところ，新幹線が動きだすの

は正午からとのこと。午前中に時間ができてしまったことから，久しぶりに（普段は子どもらが騒ぐので絶対に行

くことのできない）東京上野の美術館に足を向けました。国立西洋美術館に入館したのは実に約３０年ぶり，１９

９４年にバーンズ・コレクション展を見に行って以来ではないでしょうか。美術，絵画には疎い私ですが，今回，

お気に入りの絵を１枚みつけてきましたよ。マリー＝ガブリエル・カペの自画像。フランスの女性画家で，１７８３

年頃，２２才の時に描かれた作品です。初々しく自信に満ちた瞳や表情は，昨夜の台風とは対照的。

インターネットで国立西洋美術館のページから検索してみると，絵全体が少し暗く見えるのですが，実

物は晴やかで明るく，とても印象的です！ 執筆 弁護士 田辺 美紀

ニュースレター不要の場合 送付停止 E-mail : info@naraha-law.jp

〒631-0822 奈良市西大寺栄町3番27号泉谷ビル1階
TEL 0742-81-3323 FAX 0742-81-3324
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